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平成 27 年 3 月 17 日 

大臣官房政策課評価室 

 

平成 27 年度以降の政策評価・独立行政法人評価について 

 

１．独立行政法人評価委員会の廃止への対応 

   平成２７年度より、各府省の独立行政法人評価委員会が廃止され、 

・ 主務大臣が各独立行政法人の自己評価結果を活用しつつ、独法評価を実施する 

・ 主務大臣は当該評価を行う際には、必要に応じて、外部有識者の知見の活用を図る

（総務大臣が決定する「独立行政法人の評価に関する指針」） 

  こととなっていることから、現行の「政策評価に関する有識者会議」（平成１３年６月

４日文部科学大臣決定）において外部有識者の知見の活用を図ることとする。 

 

２．政策評価に関する有識者会議の体制 

 （１）総会（３月開催） 

     原則として、年度末に１回開催し、政策評価に関する基本計画や翌年度の政策評

価に関する実施計画等について助言を頂く。有識者は、現行どおり１８名。 

 

 （２）分科会（７月・１月開催） 

     各局課が作成する事後評価結果や行政事業レビュー、独立行政法人の自己評価結

果等を踏まえ、文部科学省の政策を横串にし、 

・ 施策・事業の目的や目標は中期的な観点で明確になっているか 

・ 政策目標・施策目標と事業との整合性や類似事業との適切な役割分担が確保さ

れているか 

    ・ 予算以外の手段との効果的な組合せは図られているか 

などの観点から、ＰＤＣＡサイクルが適切に実現されているか助言を頂く。分科会

の数は、「生涯学習・初等中等教育分科会」「スポーツ・文化分科会」「高等教育・

科学技術・学術分科会」の三つとし、有識者は総会の有識者が分属する。 

 

 （３）ＷＴ（７月等開催） 

     各独立行政法人の自己評価結果について助言を頂く観点から、各独法についてＷ

Ｔを置くこととする（ただし、国立研究開発法人については、３．参照）。有識者

は、現行の独立行政法人評価委員会部会の委員を想定。 

 

３．研究開発に関する審議会との関係 

   国立研究開発法人については、改正独立行政法人通則法において、主務大臣が評価を

実施する際に、あらかじめ、研究開発に関する審議会の意見を聴くものとされているこ

とから、外部有識者の知見の活用は、当該審議会において実施されることとなる。よっ

て、政策評価に関する有識者会議においては、国立研究開発法人に関する評価について

の審議は行わないものとする。 
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国立特別支援教育総合研究所

教員研修センター

国立女性教育会館

国立科学博物館

政策目標１ 生涯学習

政策目標２ 学力向上

政策目標３ 義務教育

日本学術振興会

防災科学技術研究所部会

科学技術振興機構部会

海洋研究開発機構部会

日本原子力研究開発機構部会

理化学研究所部会

放射線医学総合研究所部会

物質材料研究機構部会
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政策目標４ 高等教育

政策目標５ 奨学金制度

政策目標６ 私学振興

政策目標１３ 国際交流等

大学入試センター

大学評価・学位授与機構

国立大学財務・経営センター

日本学生支援機構

国立高等専門学校機構

日本私立学校振興・共済事業団

政策目標１０ 原賠

政策目標９ 科技重点化

政策目標７ 科技総合推進

政策目標８ 基礎研究
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理化学研究所

放射線医学総合研究所

物質・材料研究機構

宇宙航空研究開発機構

防災科学技術研究所

科学技術振興機構

海洋研究開発機構

日本原子力研究開発機構

WT（部会）
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宇宙航空研究開発機構部会
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日本スポーツ振興センター

国立美術館

国立文化財機構

日本芸術文化振興会

政策目標１２ 文化

審議結果の共有

（18名）

（総会有識者7名が分属）

（総会有識者6名が分属）

（総会有識者5名が分属）

政策目標１１ スポーツ振興


